
呉市告示第２９４号

１　個人情報取扱事務の登録件数について

２　目的外利用・外部提供の状況（個別的なもの）

(1) 目的外利用件数 件

(2) 外部提供件数 件

※別表４参照

３　開示請求等の状況

(1) 開示請求 件

(2) 訂正請求 件

(3) 利用停止請求 件

※別表５参照

４　個人情報の簡易開示の状況 件

※別表６参照

令和５年８月８日

呉市長　新　原　芳　明

各実施機関共通

市長

監査委員

農業委員会

消防長

上下水道事業管理者

10

585

0

92

6

1

公平委員会

選挙管理委員会

合計

54

25

16議会

18

0

29

378

747

固定資産評価審査委員会

※別表１～３参照

33

12

1

4

教育委員会

　呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）第１９条の規
定により，令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの個人情報保護制度の運用状況
を公表します。



第
１
号
（

法
令
の
規
定
に

　
　
　
　
基
づ
く
収
集
）

第
２
号
（

審
議
会
答
申
に

　
　
　
　
基
づ
く
収
集
）

739 293 8 747 746 172 206 279 305 15 4 11 40

10 4 0 10 10 2 3 7 7 3 0 3 3

小計 576 249 9 585 584 126 149 175 227 6 1 5 29

総務部 17 18 4 21 21 0 2 9 3 0 0 0 1

企画部 2 2 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 1

財務部 31 14 0 31 31 3 6 9 20 0 0 0 0

市民部 131 45 0 131 130 8 21 16 12 1 1 0 4

文化スポーツ部 19 3 0 19 19 3 1 5 2 0 0 0 2

福祉保健部 171 94 1 172 172 109 96 68 68 2 0 2 12

環境部 30 10 4 34 34 1 8 15 10 0 0 0 7

産業部 78 27 0 78 78 0 0 33 30 0 0 0 0

都市部 75 34 0 75 75 2 9 12 63 0 0 0 2

土木部 20 2 0 20 20 0 4 6 17 3 0 3 0

会計課 2 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0

55 8 -1 54 54 19 15 45 30 0 0 0 0

25 9 0 25 25 0 9 11 18 0 0 0 1

16 1 0 16 16 0 3 5 2 1 1 0 0

33 12 0 33 33 23 25 31 13 4 1 3 2

12 9 0 12 12 1 0 3 0 1 1 0 0

1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1

4 0 0 4 4 0 0 1 2 0 0 0 4

6 1 0 6 6 0 1 0 4 0 0 0 0

1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0固定資産評価審査委員会

各実施機関共通

教育委員会

課
・
室
等
名

選挙管理委員会

部
等
名

公平委員会

監査委員

上下水道事業管理者

農業委員会

消防長

市長

合計

資
産
・
収
入

議会

別表１

事
務
件
数

記録項目

う
ち
電
算
処
理
に
よ
る
も
の

基
本
的
事
項

心
身
の
状
況

家
庭
生
活

増
減
件
数

合
計

社
会
生
活

思
想
・
信
条
等

そ
の
他
の
項
目

収集根拠（※条
例第７条第６項
該当号）

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人
情報保護条例（平成１９年呉市条例第２号）の規定をいいます。



小計

総務部

企画部

財務部

市民部

文化スポーツ部

福祉保健部

環境部

産業部

都市部

土木部

会計課

固定資産評価審査委員会

各実施機関共通

教育委員会

課
・
室
等
名

選挙管理委員会

部
等
名

公平委員会

監査委員

上下水道事業管理者

農業委員会

消防長

市長

合計

議会

（

仮
）

収
集
目
的
明
示
あ
り

１
号
（

緊
急
の
必
要
が
あ
る

　
　
　
た
め
）

２
号
（

本
人
の
権
利
利
益
が

　
　
　
阻
害
さ
れ
る
た
め
）

３
号
（

事
務
事
業
執
行
上
支

　
　
　
障
が
あ
る
た
め
）

４
号
（

利
用
目
的
が
明
ら
か

　
　
　
で
あ
る
た
め
）

693 169 524 45 3 5 510 339 148 178 34 41 15 21 58 109 42 12 225

9 4 5 0 0 0 5 8 6 3 6 0 0 6 7 7 6 5 7

548 128 420 32 3 5 409 253 112 148 23 29 13 7 21 75 26 4 180

20 6 14 0 0 0 14 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 14 15 0 0 2 13 13 12 1 4 0 0 0 0 9 3 0 8

126 24 102 0 0 1 101 27 16 13 0 0 1 0 3 13 8 0 15

18 2 16 0 0 0 16 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

155 45 110 5 3 1 102 116 56 73 0 5 10 6 11 26 10 0 90

33 12 21 0 0 0 21 9 7 1 1 0 0 0 0 1 0 1 7

73 7 66 0 0 0 66 21 2 16 3 0 0 0 0 10 3 0 9

72 7 65 27 0 0 66 52 13 42 6 24 0 1 5 8 2 2 45

18 7 11 0 0 1 10 10 3 1 8 0 2 0 1 8 0 0 3

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 1 49 12 0 0 49 21 4 7 1 9 0 0 5 9 3 1 8

25 6 19 0 0 0 19 11 7 4 2 0 0 0 3 3 0 0 6

14 9 5 0 0 0 5 9 3 7 1 0 0 1 8 8 5 1 2

30 11 19 1 0 0 18 25 6 9 1 2 2 7 5 1 0 0 22

8 4 4 0 0 0 4 6 5 0 0 1 0 0 5 4 0 0 0

1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

1 0 1 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0

6 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

別表２

収集方法

本
人
以
外

他
の
実
施
機
関

他
の
公
的
機
関

う
ち
目
的
明
示
し
な
い
も
の

本
人

２
号
（

本
人
同
意
に
基
づ
く

　
　
　
収
集
）

収集事由（※条例第７条第４項該
当号）

６
号
（

審
議
会
答
申
に
基
づ

　
　
　
く
収
集
）

公
表
物

民
間
・
私
人

１
号
（

法
令
の
規
定
に
基
づ

　
　
　
く
収
集
）

３
号
（

公
表
物
か
ら
の
収
集
）

明示しない根拠（※条
例第７条第５項該当
号）

４
号
（

緊
急
や
む
を
得
な
い

　
　
　
た
め
）

収集先

そ
の
他

５
号
（

本
人
収
集
が
困
難
で

　
　
　
あ
る
た
め
）

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人
情報保護条例（平成１９年呉市条例第２号）の規定をいいます。



小計

総務部

企画部

財務部

市民部

文化スポーツ部

福祉保健部

環境部

産業部

都市部

土木部

会計課

固定資産評価審査委員会

各実施機関共通

教育委員会

課
・
室
等
名

選挙管理委員会

部
等
名

公平委員会

監査委員

上下水道事業管理者

農業委員会

消防長

市長

合計

議会

44 0 44 24 9 13 4 1 18 17 0 0 2 50 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 0 44 21 8 12 2 1 17 15 0 0 2 49 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 4 3 2 3 0 0 5 4 0 0 0 6 0

4 0 4 5 2 3 0 0 4 0 0 0 2 9 0

0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1

35 0 35 11 4 6 0 1 8 10 0 0 0 33 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 1 1 2 0 1 2 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

別表３

３
号
（

公
表
情
報
で
あ
る
も
の
）

目的外利用・外部提供（経常的に取扱っている事務の件数）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項該当号）

６
号
（

相
当
の
理
由
が
あ
る
も
の
）

例
外
利
用 ５

号
（

統
計
等
の
目
的
で
あ
る
も
の
）

そ
の
他 ４

号
（

緊
急
か
つ
や
む
を
得
な
い

　
　
　
理
由
が
あ
る
も
の
）

７
号
（

審
議
会
答
申
に
基
づ
く
も
の
）

１
号
（

法
令
の
規
定
に
基
づ
く
も

　
　
　
の
）

２
号
（

本
人
同
意
に
基
づ
く
も
の
）

外
部
提
供

他
の
実
施
機
関

民
間
・
私
人

他
の
公
的
機
関

当
該
部
署

他
の
部
署

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人
情報保護条例（平成１９年呉市条例第２号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

１ 目的外利用
呉市保育施設等従事者慰労金給
付対象者に係る給与振込口座情
報

令和4年5月20日 実施 市長 総務部 人事課 子育て支援課 〇 271件

２ 目的外利用
呉市保育施設等従事者慰労金給
付対象者に係る給与振込口座情
報

令和4年5月20日 実施 市長 総務部 人事課 子育て施設課 〇 149件

３ 外部提供
固定資産税・都市計画税
賦課事務に関する個人情報

令和4年3月16日 開始 市長 財務部 資産税課
広島県西部県税
事務所

地方税法第73
条の18第3項

４ 目的外利用
固定資産税・都市計画税
賦課事務に関する個人情報

令和4年4月4日 実施 市長 財務部 資産税課 都市計画課 〇

５ 外部提供
固定資産税・都市計画税
賦課事務に関する個人情報

令和4年4月6日 開始 市長 財務部 資産税課 呉市上下水道局 〇

６ 外部提供
固定資産税・都市計画税
賦課事務に関する個人情報

令和4年5月25日 実施 市長 財務部 資産税課 呉市農業委員会 〇

７ 外部提供
固定資産税・都市計画税
賦課事務に関する個人情報

令和4年11月24日 開始 市長 財務部 資産税課 呉税務署
国税通則法第
74条の12第1項

８ 目的外利用
固定資産税・都市計画税
賦課事務に関する個人情報

令和4年11月30日 実施 市長 財務部 資産税課 建築指導課

空家等対策の
推進に関する
特別措置法第
10条第１項

９ 外部提供 要介護認定に関する個人情報 令和4年4月11日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

１名分

１０ 外部提供 要介護認定に関する個人情報 令和4年4月20日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

広島県広警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

１名分

１１ 外部提供 要介護認定に関する個人情報 令和4年4月20日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

１名分

１２ 外部提供
介護保険高額介護サービス費等
に関する個人情報

令和4年5月12日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

愛媛県 〇 １名分

１３ 外部提供
被爆者一般疾病医療費支給に係
る高額介護サービス費の支給状
況

令和4年5月13日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

広島県 〇 1名分

１４ 外部提供 要介護認定に関する個人情報 令和4年5月23日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

広島弁護士会

別表３－１
（弁護士法
第２３条の
２）

1名分

１５ 外部提供
介護保険利用者助成金の支給決
定に係る高額介護サービス費の
支給状況について

令和4年6月21日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

広島県 〇 1名分

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

個人情報の目的外の内部での利用及び外部への提供の状況
【公表用】

※
のの公表件数！

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

１６ 目的外利用
介護保険高額介護サービス費及
び高額医療合算介護サービス費
に関する個人情報

令和4年7月6日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

障害福祉課

障害者総合支
援法施行令第
４３条の５第
６項

1名分

１７ 外部提供
介護保険利用者助成金の支給決
定に係る高額介護サービス費の
支給状況について

令和4年7月15日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

広島県 〇 1名分

１８ 外部提供
広島原爆特別養護ホームにおけ
る養護に伴う費用負担額減額設
定申出書に関する個人情報

令和4年8月8日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

広島県 〇 2名分

１９ 目的外利用
介護保険高額介護サービス費及
び高額医療合算介護サービス費
に関する個人情報

令和4年8月12日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

障害福祉課

障害者総合支
援法施行令第
４３条の５第
６項

1名分

２０ 目的外利用
呉市家族介護慰労金支給要件の
対象者に関する個人情報

令和4年8月26日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

高齢者支援課 〇
1名分

２１ 外部提供
重度心身障害者介護保険利用負
担助成事業対象者に関する個人
情報

令和4年10月5日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

広島市 〇 1名分

２２ 外部提供 要介護認定に関する個人情報 令和4年10月18日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

神奈川県弁護士
会

別表３－１
（弁護士法
第２３条の
２）

1名分

２３ 目的外利用
介護保険高額介護サービス費及
び高額医療合算介護サービス費
に関する個人情報

令和4年10月21日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

障害福祉課

障害者総合支
援法施行令第
４３条の５第
６項

1名分

２４ 外部提供
介護保険高額介護サービス費等
に関する個人情報

令和4年11月7日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

愛媛県 〇 １名分

２５ 外部提供 要介護認定に関する個人情報 令和4年12月6日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

呉区検察庁
刑事訴訟法第
197条第2項

１名分

２６ 外部提供
介護保険利用者助成金の支給決
定に係る高額介護サービス費の
支給状況について

令和4年12月9日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

広島県 〇 2名分

２７ 外部提供
介護保険利用者助成金の支給決
定に係る高額介護サービス費の
支給状況について

令和4年12月21日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

広島県 〇 1名分

２８ 目的外利用
居所不明被保険者に関する個人
情報

令和4年12月23日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

市民窓口課 〇 ７名分

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

２９ 外部提供
重度心身障害者介護保険利用負
担助成事業対象者に関する個人
情報

令和5年1月4日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

広島市 〇 1名分

３０ 外部提供
介護保険利用者助成金の支給決
定に係る高額介護サービス費の
支給状況について

令和5年1月19日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

広島県 〇 ２名分

３１ 外部提供
重度心身障害者介護保険利用負
担助成事業対象者に関する個人
情報

令和5年1月23日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

広島市 〇 1名分

３２ 目的外利用
呉市家族介護慰労金支給要件の
対象者に関する個人情報

令和5年2月3日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

高齢者支援課 〇
1名分

３３ 目的外利用
介護保険高額介護サービス費及
び高額医療合算介護サービス費
に関する個人情報

令和5年2月13日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

障害福祉課

障害者総合支
援法施行令第
４３条の５第
６項

1名分

３４ 外部提供
重度心身障害者介護保険利用負
担助成事業対象者に関する個人
情報

令和5年2月20日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

広島市 〇 1名分

３５ 目的外利用
介護保険高額介護サービス費及
び高額医療合算介護サービス費
に関する個人情報

令和5年3月24日 実施 市長
福祉保健
部

介護保険
課

障害福祉課

障害者総合支
援法施行令第
４３条の５第
６項

1名分

３６ 外部提供 相談履歴等 令和4年6月21日 実施 市長
福祉保健
部

地域保健
課

広島県西部こど
も家庭センター

児童虐待の防
止等に関する
法律第13条の
4，第5条の2
．児童福祉法
第12条2項，第
11条1項2号
ハ，第25条の3

4名

３７ 外部提供 相談履歴等 令和4年8月24日 実施 市長
福祉保健
部

地域保健
課

広島家庭裁判所
呉支所

家事事件手続
法第62条家事
事件手続規則
45条

3名

３８ 外部提供
新型コロナウイルス感染症対応
発生届等

令和4年12月19日 実施 市長
福祉保健
部

地域保健
課

広島家庭裁判所
呉支所

民事訴訟法第
186条
民事訴訟法第
226条

1名

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

３９ 外部提供 相談履歴等 令和5年2月3日 実施 市長
福祉保健
部

地域保健
課

広島県広警察署
刑事訴訟第197
条第2項

1名

４０ 目的外利用 旅館業法に基づく営業施設情報 令和4年4月6日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課

観光振興課 〇 150件

４１ 目的外利用 旅館業法に基づく営業施設情報 令和4年5月16日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課

観光振興課 〇 149件

４２ 外部提供
食品衛生営業施設に関する施設
情報

令和4年6月6日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課

広島県警察
刑事訴訟法第
197条第2項

1件

４３ 外部提供
食品衛生営業施設に関する施設
情報

令和4年6月6日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課

広島県広警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

1件

４４ 外部提供
食品衛生営業施設に関する施設
情報

令和4年6月16日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

44件

４５ 外部提供
食品衛生営業施設に関する施設
情報

令和4年6月30日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

1件

４６ 目的外利用 薬事営業施設に関する施設情報 令和4年6月30日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課

高齢者支援課 〇 141件

４７ 目的外利用 旅館業法に基づく営業施設情報 令和4年10月3日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課

観光振興課 〇 148件

４８ 外部提供
食品衛生営業施設に関する施設
情報

令和4年12月6日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課

広島県警察
刑事訴訟法第
197条第2項

1件

４９ 目的外利用 旅館業法に基づく営業施設情報 令和5年1月5日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課

観光振興課 〇 149件

５０ 外部提供 美容営業施設に関する施設情報 令和5年1月11日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課

東京国税局
国税徴収法第
146条の2

1件

５１ 外部提供
食品衛生営業施設に関する施設
情報

令和5年1月13日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課

広島県

新型インフル
エンザ等対策
特別措置法第
24条第9項

1件

５２ 目的外利用
食品衛生営業施設に関する施設
情報

令和5年2月1日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課

土木総務課 〇 1件

５３ 外部提供
食品衛生営業施設に関する施設
情報

令和5年2月24日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課

広島県広警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

1件

５４ 外部提供 店舗経営者に関する情報 令和5年3月2日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課

広島弁護士会
弁護士法第30
条の21、第23
条の2第1項

4件

５５ 外部提供 犬の登録者情報，登録犬情報 令和4年4月13日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課動物愛
護セン
ター

広島県広警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

1件

５６ 外部提供 犬の登録者情報，登録犬情報 令和4年5月23日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課動物愛
護セン
ター

広島県広島南警
察署

刑事訴訟法第
197条第2項

1件

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

５７ 外部提供 犬の登録者情報，登録犬情報 令和4年5月24日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課動物愛
護セン
ター

広島県広警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

1件

５８ 外部提供 犬の登録者情報，登録犬情報 令和4年10月26日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課動物愛
護セン
ター

広島県江田島警
察署

刑事訴訟法第
197条第2項

1件

５９ 外部提供 犬の登録者情報，登録犬情報 令和4年10月26日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課動物愛
護セン
ター

広島県江田島警
察署

刑事訴訟法第
197条第2項

1件

６０ 外部提供 犬の登録者情報，登録犬情報 令和4年11月1日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課動物愛
護セン
ター

広島県広警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

1件

６１ 外部提供 犬の登録者情報，登録犬情報 令和5年2月21日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課動物愛
護セン
ター

広島県東広島警
察署

刑事訴訟法第
197条第2項

1件

６２ 外部提供 犬の登録者情報，登録犬情報 令和5年3月3日 実施 市長
福祉保健
部

生活衛生
課動物愛
護セン
ター

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

1件

６３ 目的外利用 施設入所者データ 令和4年8月5日 開始 市長
福祉保健
部

障害福祉
課

福祉保健課 〇

６４ 目的外利用 児童発達支援利用者データ 令和4年10月24日 開始 市長
福祉保健
部

障害福祉
課

子育て支援課 〇

６５ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年4月14日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

2名

６６ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年4月26日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県広島南警
察署

刑事訴訟法第
197条第2項

６７ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年4月26日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

兵庫県警察本部
刑事訴訟法第
197条第2項

６８ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年5月10日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

６９ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年5月11日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県広警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

７０ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年5月13日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

７１ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年5月16日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県警察本部
刑事訴訟法第
197条第2項

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

７２ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年5月25日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

７３ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年6月1日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

７４ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年6月1日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

呉区検察庁
刑事訴訟法第
197条第2項

1名

７５ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年6月13日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

呉区検察庁
刑事訴訟法第
507条

2名

７６ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年6月30日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

７７ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年6月30日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

７８ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年7月1日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県広警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

７９ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年7月4日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県広警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

８０ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年7月6日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県警察本部
刑事訴訟法第
197条第2項

８１ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年7月7日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県警察本部
刑事訴訟法第
197条第2項

８２ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年7月14日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

2名

８３ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年7月19日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

８４ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年7月20日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

呉区検察庁
刑事訴訟法第
507条

８５ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年7月21日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

８６ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年7月25日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

８７ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年7月26日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

呉区検察庁
刑事訴訟法第
507条

８８ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年8月1日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

呉区検察庁
刑事訴訟法第
507条

８９ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年8月3日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

９０ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年8月4日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

沖縄県糸満警察
署

刑事訴訟法第
197条第2項

９１ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年8月5日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

呉区検察庁
刑事訴訟法第
507条

９２ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年8月16日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

沖縄県糸満警察
署

刑事訴訟法第
197条第2項

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

９３ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年8月22日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県広警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

９４ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年9月6日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

沖縄県糸満警察
署

刑事訴訟法第
197条第2項

2名

９５ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年9月7日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

９６ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年9月21日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県広警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

2名

９７ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年10月5日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

９８ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年10月11日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県三原警察
署

刑事訴訟法第
197条第2項

９９ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年10月25日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

山口県宇部警察
署

刑事訴訟法第
197条第2項

１００ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年11月2日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

１０１ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年12月6日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

愛媛県松山西警
察署

刑事訴訟法第
197条第2項

１０２ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年12月6日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県安佐北警
察署

刑事訴訟法第
197条第2項

１０３ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年12月8日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県海田警察
署

刑事訴訟法第
197条第2項

2名

１０４ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和4年12月22日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

１０５ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和5年3月1日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

１０６ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和5年3月9日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県尾道警察
署

刑事訴訟法第
197条第2項

１０７ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和5年3月14日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県広警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

１０８ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和5年3月20日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県広警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

１０９ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和5年3月30日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県警察本部
刑事訴訟法第
197条第2項

１１０ 外部提供 生活保護受給に関する個人情報 令和5年3月30日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

１１１ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年6月6日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

観音寺市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１１２ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年6月14日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

大和市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１１３ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年6月20日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

大阪市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１１４ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年6月23日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

新居浜市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１１５ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年6月28日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

佐賀市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

１１６ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年6月28日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

稲沢市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１１７ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年6月29日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

箕面市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１１８ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年6月30日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

庄原市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１１９ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月1日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

小牧市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１２０ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月1日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

泉佐野市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

１２１ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月1日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

志免町

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１２２ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月4日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

三田市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１２３ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月4日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

高砂市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１２４ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月4日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

美祢市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１２５ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月8日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

東京都墨田区

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

１２６ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月12日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

赤穂市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１２７ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月12日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

和水町

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１２８ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月13日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

大津市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１２９ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月13日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

国立市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１３０ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月14日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

府中町

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

１３１ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月14日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

東京都北区

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１３２ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月14日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

川口市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１３３ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月15日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

和泉市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１３４ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月15日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

西脇市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１３５ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月15日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

高梁市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

１３６ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月15日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

湖南市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１３７ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月15日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

三豊市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１３８ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月19日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

藤沢市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１３９ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月20日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

各務原市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１４０ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月20日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

海田町

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

１４１ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月20日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

熊野町

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１４２ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月21日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

広尾町

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１４３ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月21日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

岩倉市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１４４ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月22日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

今治市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１４５ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月22日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

福山市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

１４６ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月22日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

廿日市市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１４７ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月22日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

日向市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１４８ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月25日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

米子市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１４９ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月25日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

田川市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１５０ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月25日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

石巻市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

１５１ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月26日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

福山市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１５２ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月27日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

東広島市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１５３ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月27日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

羽曳野市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１５４ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月27日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

高岡市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１５５ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月28日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

糸島市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

１５６ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月28日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

姫路市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１５７ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月29日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

東京都板橋区

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１５８ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月29日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

周南市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１５９ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月29日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

常滑市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１６０ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月29日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

廿日市市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

１６１ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月29日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

南あわじ市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１６２ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年7月29日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

江別市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１６３ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月1日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

福山市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１６４ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月1日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

姫路市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１６５ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月1日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

春日井市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

１６６ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月2日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

鳥取市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１６７ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月2日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

名護市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１６８ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月3日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

松江市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１６９ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月3日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

海田町

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１７０ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月5日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

南砺市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

１７１ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月8日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

相生市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１７２ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月8日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

福山市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１７３ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月8日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

市原市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１７４ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月9日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

広島市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１７５ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月10日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

福山市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

１７６ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月10日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

調布市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１７７ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月10日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

松阪市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１７８ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月15日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

常陸大宮市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１７９ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月16日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

鈴鹿市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１８０ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月18日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

東京都江戸川区

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

１８１ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月18日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

三原市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１８２ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月19日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

芳賀町

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１８３ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月19日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

守口市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１８４ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月19日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

唐津市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１８５ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月19日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

高石市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

１８６ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月22日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

東京都大田区

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１８７ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月23日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

山陽小野田市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１８８ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月23日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

佐伯市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１８９ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月24日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

焼津市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１９０ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月26日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

福山市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

１９１ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月29日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

豊見城市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１９２ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月30日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

広島市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１９３ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月30日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

東京都葛飾区

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１９４ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月31日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

亀山市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１９５ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年8月31日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

尾道市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

１９６ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年9月1日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

廿日市市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１９７ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年9月1日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

府中市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１９８ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年9月1日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

松原市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

１９９ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年9月5日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

多可町

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２００ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年9月7日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

広島市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

２０１ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年9月8日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

姫路市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２０２ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年9月9日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

尼崎市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２０３ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年9月12日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

岡山市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２０４ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年9月13日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

三原市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２０５ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年9月13日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

犬山市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

２０６ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年9月14日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

福知山市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２０７ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年9月15日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

吉賀町

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２０８ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年9月21日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

尾道市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２０９ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年9月21日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

府中市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２１０ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年9月22日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

三原市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

２１１ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年9月22日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

広島市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２１２ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年9月29日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

広島市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２１３ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年9月30日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

三原市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２１４ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年10月4日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

竹原市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２１５ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年10月4日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

宇城市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

２１６ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年10月5日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

松山市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２１７ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年10月5日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

倉敷市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２１８ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年10月6日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

宇都宮市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２１９ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年10月7日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

宇土市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２２０ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年10月12日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

宮古島市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

２２１ 外部提供
電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金支給対象者情報

令和4年10月24日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

東京都江戸川区

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２２２ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年10月25日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

府中市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２２３ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年10月25日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

福井市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２２４ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年10月26日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

町田市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２２５ 外部提供
電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金支給対象者情報

令和4年11月25日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

東京都板橋区

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

２２６ 外部提供
電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金支給対象者情報

令和4年11月25日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

八尾市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２２７ 外部提供
電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金支給対象者情報

令和4年12月2日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

高梁市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２２８ 外部提供
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金支給対象者情報

令和4年12月2日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

竹原市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２２９ 外部提供
電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金支給対象者情報

令和4年12月5日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

尾道市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２３０ 外部提供
電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金支給対象者情報

令和4年12月7日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

庄原市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

２３１ 外部提供
電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金支給対象者情報

令和4年12月14日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

広島市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２３２ 外部提供
電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金支給対象者情報

令和4年12月19日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

坂出市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２３３ 外部提供
電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金支給対象者情報

令和4年12月20日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

茂原市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２３４ 外部提供
電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金支給対象者情報

令和5年1月13日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

安城市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２３５ 外部提供
電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金支給対象者情報

令和5年1月18日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

宇部市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

２３６ 外部提供
電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金支給対象者情報

令和5年1月20日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

豊後高田市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２３７ 外部提供
電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金支給対象者情報

令和5年2月3日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

海田町

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２３８ 外部提供
電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金支給対象者情報

令和5年2月15日 実施 市長
福祉保健
部

生活支援
課（住民
税非課税
世帯等臨
時特別給
付金プロ
ジェクト
チーム）

掛川市

公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施
のための預貯
金口座の登録
等に関する法
律第11条

２３９ 目的外利用
児童手当・乳幼児等医療・児童
扶養手当・ひとり親家庭等医療
費の認定に関する情報

令和4年4月1日 開始 市長
福祉保健
部

子育て支
援課

債権回収対策室
国税徴収法第
141条

8件

２４０ 目的外利用
乳幼児等医療・ひとり親家庭等
医療費の認定に関する情報

令和4年4月1日 開始 市長
福祉保健
部

子育て支
援課

保険年金課 〇

乳幼児等医
療
約500,693件
/月
ひとり親家
庭等医療
約136,526件
/月

２４１ 目的外利用
児童扶養手当の認定に関する情
報

令和4年4月1日 開始 市長
福祉保健
部

子育て支
援課

子育て施設課 〇 856件

２４２ 目的外利用
児童手当・乳幼児等医療・児童
扶養手当・ひとり親家庭等医療
費の認定に関する情報

令和4年4月1日 開始 市長
福祉保健
部

子育て支
援課

子育て施設課
こども・子育
て支援法第16
条

3件

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

２４３ 外部提供
児童手当・乳幼児等医療・児童
扶養手当・ひとり親家庭等医療
費の認定に関する情報

令和4年4月1日 開始 市長
福祉保健
部

子育て支
援課

呉市教育委員会 〇 1,504件

２４４ 目的外利用
児童扶養手当の認定に関する情
報

令和4年4月1日 開始 市長
福祉保健
部

子育て支
援課

環境政策課 〇 41件

２４５ 目的外利用
児童扶養手当の認定に関する情
報

令和4年4月1日 開始 市長
福祉保健
部

子育て支
援課

生活支援課 〇 1件

２４６ 目的外利用
保育所・認定こども園･幼稚園
等入所者データ

令和4年9月22日 実施 市長
福祉保健
部

子育て施
設課

子育て支援課

児童福祉法第
10条第1項第1
号及び第3号
児童虐待の防
止等に関する
法律第13条の4

10,872名

２４７ 外部提供
灰ヶ峰展望台防犯カメラの記録
映像

令和4年4月22日 実施 市長 産業部
観光振興
課

広島県海田警察
署

刑事訴訟法第
197条第2項

２４８ 外部提供
灰ヶ峰展望台防犯カメラの記録
映像

令和4年8月29日 実施 市長 産業部
観光振興
課

広島県広警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

２４９ 目的外利用 建築確認申請に関する個人情報 令和4年4月1日 開始 市長 都市部
建築指導
課

資産税課
地方税法第20
条の11

1415件

２５０ 目的外利用
呉市危険建物除去促進事業にか
かる情報

令和4年12月27日 実施 市長 都市部
建築指導
課

資産税課
地方税法第20
条の12

80件

２５１ 外部提供
市営住宅入居者に関する個人情
報

令和4年5月25日 実施 市長 都市部
住宅政策
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

２５２ 外部提供
市営住宅入居者に関する個人情
報

令和5年3月30日 開始 市長 都市部
住宅政策
課

千葉県我孫子警
察署

刑事訴訟法第
197条第2項

２５３ 外部提供 事件捜査に関する個人情報 令和5年3月31日 実施 消防長 消防局
消防総務
課

広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

２名分

２５４ 外部提供 災害等報告に関する個人情報 令和4年4月26日 実施 消防長 消防局 警防課 呉海上保安部
刑事訴訟法第
197条第2項

５名分

２５５ 外部提供
救急事故（交通事故）に関する
個人情報

令和4年5月10日 実施 消防長 消防局 警防課 広島弁護士会

別表３－１
（弁護士法
第２３条の
２）

１名分

２５６ 外部提供 災害等報告に関する個人情報 令和4年6月29日 実施 消防長 消防局 警防課 呉海上保安部
刑事訴訟法第
197条第2項

２名分

２５７ 外部提供 災害等報告に関する個人情報 令和4年7月5日 実施 消防長 消防局 警防課 広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

３名分

２５８ 外部提供 災害等報告に関する個人情報 令和4年8月3日 実施 消防長 消防局 警防課 広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

５名分

２５９ 外部提供
１１９番通報受付情報に関する
個人情報

令和4年10月11日 実施 消防長 消防局 警防課 広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

1名分

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

２６０ 外部提供
救急事故（交通事故）に関する
個人情報

令和4年10月24日 実施 消防長 消防局 警防課 保険会社 〇 1名分

２６１ 外部提供 災害等報告に関する個人情報 令和4年11月9日 実施 消防長 消防局 警防課 広島県広警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

６名分

２６２ 外部提供 災害等報告に関する個人情報 令和4年11月30日 実施 消防長 消防局 警防課 東京地方裁判所
民事訴訟報226
条

８名分

２６３ 外部提供 災害等報告に関する個人情報 令和5年1月30日 実施 消防長 消防局 警防課 広島県広警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

１７名分

２６４ 外部提供
防犯カメラ録画映像に関する個
人情報

令和5年1月30日 実施 消防長 消防局 警防課 広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

１名分

２６５ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年4月4日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

5名分

２６６ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年4月6日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

２６７ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年4月7日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

２６８ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年4月12日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 群馬県警察本部
刑事訴訟法第
197条第2項

2名分

２６９ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年4月12日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

２７０ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年4月13日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 広島県警察本部
刑事訴訟法第
197条第2項

8名分

２７１ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年4月14日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

２７２ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年4月18日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

２７３ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年4月20日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長 〇 1名分

２７４ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年4月20日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

6名分

２７５ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年4月22日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

1名分

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

２７６ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年4月26日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

２７７ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年4月28日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

4名分

２７８ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年5月9日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

２７９ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年5月9日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長 〇 3名分

２８０ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年5月12日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

4名分

２８１ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年5月16日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

1名分

２８２ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年5月16日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

２８３ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年5月18日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

２８４ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年5月20日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
地方税法第20
条の11

37名分

２８５ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年5月23日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

２８６ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年5月26日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

２８７ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年5月26日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長 〇 3名分

２８８ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年5月26日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長

空家等対策の
推進に関する
特別措置法第
10条第3項

2名分

２８９ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年5月30日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

２９０ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年5月31日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長

空家等対策の
推進に関する
特別措置法第
10条第3項

3名分

２９１ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年6月1日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

4名分

２９２ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年6月3日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

２９３ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年6月6日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課
福岡県中央警察
署

刑事訴訟法第
197条第2項

1名分

２９４ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年6月14日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

２９５ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年6月14日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課
広島県東広島警
察署

刑事訴訟法第
197条第2項

1名分

２９６ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年6月22日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

２９７ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年6月24日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

２９８ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年6月27日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

２９９ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年6月29日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

３００ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年6月30日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

4名分

３０１ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年7月1日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

３０２ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年7月4日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
地方税法第20
条の11

2名分

３０３ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年7月5日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

5名分

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

３０４ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年7月7日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長 〇 650名分

３０５ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年7月8日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

1名分

３０６ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年7月11日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

1名分

３０７ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年7月13日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

３０８ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年7月15日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

３０９ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年7月19日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課
弁護士法人あす
か　呉事務所

〇 2名分

３１０ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年7月20日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

1名分

３１１ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年7月25日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

1名分

３１２ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年7月27日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

３１３ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年7月28日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課
安芸総合法律事
務所

〇 1名分

３１４ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年7月28日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

３１５ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年8月2日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

３１６ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年8月9日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

３１７ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年8月17日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

5名分

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

３１８ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年8月23日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課
福岡県中央警察
署

刑事訴訟法第
197条第2項

1名分

３１９ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年8月24日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

4名分

３２０ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年8月26日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

３２１ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年8月30日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

３２２ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年8月30日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長 〇 3名分

３２３ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年8月31日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課
広島県尾道警察
署

刑事訴訟法第
197条第2項

1名分

３２４ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年9月1日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

３２５ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年9月5日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

6名分

３２６ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年9月7日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長 〇 143333名分

３２７ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年9月7日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

３２８ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年9月9日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

３２９ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年9月14日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

３３０ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年9月16日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

３３１ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年9月20日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課
新潟県新潟中央
警察署

刑事訴訟法第
197条第2項

1名分

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

３３２ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年9月20日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

３３３ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年9月26日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
国税徴収法第
141条

1名分

３３４ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年9月27日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

5名分

３３５ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年9月29日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課
広島県江田島警
察署

刑事訴訟法第
197条第2項

1名分

３３６ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年9月29日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

３３７ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年10月3日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

３３８ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年10月3日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長

呉市国民健康
保険被保険者
等資格の喪失
確認処理に係
る事務取扱要
領第３条

4名分

３３９ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年10月5日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

1名分

３４０ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年10月7日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

３４１ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年10月11日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

1名分

３４２ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年10月11日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課
神奈川県横浜水
上警察署

刑事訴訟法第
197条第2項

1名分

３４３ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年10月12日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課
広島県三原警察
署

刑事訴訟法第
197条第2項

1名分

３４４ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年10月13日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課
広島総合法律会
計事務所

〇 1名分

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

３４５ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年10月17日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課
呉本通法律事務
所

〇 1名分

３４６ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年10月17日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

5名分

３４７ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年10月24日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉税務署長
国税通則法第
74条の2

30名分

３４８ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年10月25日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

4名分

３４９ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年10月25日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課
広島県竹原警察
署

刑事訴訟法第
197条第2項

1名分

３５０ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年10月25日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉税務署長
国税通則法第
74条の2

2名分

３５１ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年10月27日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

３５２ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年10月27日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課
広島県広島中央
警察署

刑事訴訟法第
197条第2項

1名分

３５３ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年11月1日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

6名分

３５４ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年11月2日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

7名分

３５５ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年11月7日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

5名分

３５６ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年11月10日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

３５７ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年11月15日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長 〇 6名分

３５８ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年11月15日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉税務署長
国税通則法第
74条の2

159名分

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

３５９ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年11月17日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

1名分

３６０ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年11月17日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

4名分

３６１ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年11月22日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課
山口県岩国警察
署

刑事訴訟法第
197条第2項

2名分

３６２ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年11月22日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課
広島県佐伯警察
署

刑事訴訟法第
197条第2項

1名分

３６３ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年11月22日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

３６４ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年11月24日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
国税徴収法第
141条

1名分

３６５ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年11月29日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

３６６ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年12月2日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

３６７ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年12月6日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

３６８ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年12月9日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 広島県呉警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

1名分

３６９ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年12月13日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉税務署長
国税通則法第
74条の2

25名分

３７０ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年12月13日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

4名分

３７１ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年12月15日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

1名分

３７２ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年12月22日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

5名分

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

３７３ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年12月26日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

1名分

３７４ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年12月26日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課
広島県広島西警
察署

刑事訴訟法第
197条第2項

1名分

３７５ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和4年12月27日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課
おおだけ法律事
務所

〇 1名分

３７６ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年1月5日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

5名分

３７７ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年1月5日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長 〇 1名分

３７８ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年1月6日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
生活保護法第
29条

1名分

３７９ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年1月10日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

1名分

３８０ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年1月12日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

4名分

３８１ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年1月17日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

３８２ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年1月19日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
国税徴収法第
141条

1名分

３８３ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年1月23日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

1名分

３８４ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年1月25日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課
広島県広島南警
察署

刑事訴訟法第
197条第2項

1名分

３８５ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年1月30日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

３８６ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年2月1日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

３８７ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年2月6日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

３８８ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年2月9日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

３８９ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年2月15日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

1名分

３９０ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年2月20日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

３９１ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年2月24日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

３９２ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年2月28日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長 〇 3名分

３９３ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年3月1日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

4名分

３９４ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年3月6日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 広島県広警察署
刑事訴訟法第
197条第2項

1名分

３９５ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年3月6日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課
警視庁竹の塚警
察署長

刑事訴訟法第
197条第2項

5名分

３９６ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年3月7日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

３９７ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年3月9日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

4名分

３９８ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年3月14日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

３９９ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年3月14日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課
千葉県我孫子警
察署長

刑事訴訟法第
197条第2項

1名分

４００ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年3月16日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

3名分

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表４

１号（該当す
る法令名及び
条項）

２
号

３
号

４
号

５
号

６
号

７号（該当
する審議会
の答申番号
等）

実施機
関

実施又は開始の年
月日

実施
又は
開始
の別

整理
番号

目的外利用又
は外部提供の
別

対象となる保有個人情報

備考（提供
する個人情
報に係る本
人の数等）

利用・提供の理由（※条例第１０条第１項
該当号）

例外利用をす
る部署又は外
部提供先

担当課等担当部等

４０１ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年3月20日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

４０２ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年3月22日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

5名分

４０３ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年3月24日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

４０４ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年3月27日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課
山口県柳井警察
署

刑事訴訟法第
197条第2項

1名分

４０５ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年3月27日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

2名分

４０６ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年3月28日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

4名分

４０７ 外部提供 水道使用者に関する個人情報 令和5年3月30日 実施
上下水道
事業管理
者

上下水道
局

営業課 呉市長
児童扶養手当
法第29条

6名分

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２
号）の規定をいいます。



別表５

当該個人情
報の開示年
月日

当該求め
る内容

1
開示 令和4年8月18日 市長 財務部 収納課 令和４年度 固定資産税 第１期

の領収日
開示

2 開示 令和4年5月24日 市長 財務部 資産税課 家屋見取図 開示

3 開示 令和4年8月24日 市長 財務部 資産税課 家屋見取図・計算書 開示

4 開示 令和4年10月18日 市長 財務部 資産税課 家屋計算書 開示

5 開示 令和5年2月3日 市長 財務部 資産税課 家屋調査票・見取図 開示

6

開示 令和4年7月15日 市長 市民部 天応市民
センター

令和３年１月１日から令和４年７
月１５日までの本人以外からの住
民票の写しの請求に係る交付申請
書

部分開示 開示請求者以外
の個人に関する
情報

特定の個人を識別するこ
とができるもの又は開示
することにより開示請求
者以外の個人の権利利益
を害するおそれがあるも
のであるため

第３号

7

開示 令和4年7月29日 市長 市民部 天応市民
センター

令和元年１月１日から令和２年１
２月３１日までの本人以外からの
住民票の写しの請求に係る交付申
請書

部分開示 開示請求者以外
の個人に関する
情報

特定の個人を識別するこ
とができるもの又は開示
することにより開示請求
者以外の個人の権利利益
を害するおそれがあるも
のであるため

第３号

8
開示 令和5年2月3日 市長 市民部 豊浜市民

センター
令和4年11月～同年12月中に司法書
士が申請した，開示請求者を対象
とした戸籍請求について

不存在

9
開示 令和4年9月20日 市長 福祉保

健部
福祉保健
課

検診結果 不存在

10
開示 令和4年11月18日 市長 福祉保

健部
保険年金
課

後期高齢者医療保険料過誤納金還
付充当通知書，介護保険料の払戻
しのお知らせ

部分開示 特別送付先 請求者以外の個人情報が
含まれているため

３号

11

開示 令和4年7月6日 市長 福祉保
健部

介護保険
課

要介護認定・要支援認定申請書，
介護保険認定調査票，介護保険主
治医意見書各写し

部分開示 主治医・認定調
査員・調査立会
人・認定調査に
おける第三者の
状況

開示請求者以外の第三者
の状況に係る記載部分に
ついては第三者の個人情
報であるため。

３号

12
開示 令和4年11月29日 市長 福祉保

健部
介護保険
課

要介護認定・要支援認定結果通知
書・介護サービス給付費明細書

開示

13
開示 令和4年5月27日 市長 福祉保

健部
障害福祉
課

身体障害者手帳申請時の医師の診
断書の写し

開示

14
開示 令和4年6月16日 市長 福祉保

健部
障害福祉
課

身体障害者手帳申請時の医師の診
断書の写し

開示

15
開示 令和5年1月24日 市長 福祉保

健部
障害福祉
課

身体障害者手帳申請時の医師の診
断書の写し

開示

16
開示 令和5年1月31日 市長 福祉保

健部
障害福祉
課

身体障害者手帳申請時の医師の診
断書の写し

開示

実施機関 請求に係る保有個人情報の内容

開示をし
ない場合
の（※）
条例第１
３条該当
号

訂正請求又は利用停止
請求の場合

決定の内容

自己開示請求等の状況【公表用】

開示・訂正・利
用停止をしない
部分

開示・訂正・利用停止を
しない理由

請求の内容

担当部
等

担当課等

整
理
番
号

受付年月日請求区分

決定の内容



別表５

当該個人情
報の開示年
月日

当該求め
る内容

実施機関 請求に係る保有個人情報の内容

開示をし
ない場合
の（※）
条例第１
３条該当
号

訂正請求又は利用停止
請求の場合

決定の内容

自己開示請求等の状況【公表用】

開示・訂正・利
用停止をしない
部分

開示・訂正・利用停止を
しない理由

請求の内容

担当部
等

担当課等

整
理
番
号

受付年月日請求区分

決定の内容

17
開示 令和4年5月24日 市長 福祉保

健部
生活支援
課

診療報酬明細書 開示

18
開示 令和4年9月27日 市長 福祉保

健部
子育て支
援課

特定の個人からの迷惑行為の事案
に係る事業日誌

部分開示 開示請求者以外
の氏名

特定の個人を識別するこ
とができるため

３号

※呉市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年呉市条例第３０号）付則第２項の規定による廃止前の呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２号）の規定をいいます。



別表６

実施件数

令和
　４年度

１ 市県民税申告書の写し，収支計算書の写し，公的年金の源泉徴収
票の写し等

平成１９年９月１日か
ら随時

市長 財務部 市民税
課

呉市役所３F
市民税課

平成19年9月1日 12件

２ 原動機付自転車・小型特殊自動車　標識再交付申請書の写し 平成１９年９月１日か
ら随時

市長 財務部 市民税
課

呉市役所３F
市民税課

平成19年9月1日 １件

３ 本人により提出された給水装置工事申込書兼設計書等 平成１９年９月１日か
ら随時

上下水道
事業管理
者

経営総
務部

営業課 呉市中央６丁目２
番９号　つばき会
館内３階給排水設
備G

平成19年8月29日 54件

４ 本人により提出された排水設備等の新設等の承認申請書（同申請
書添付の宅地内排水図面を含む）

平成１９年９月１日か
ら随時

上下水道
事業管理
者

経営総
務部

営業課 呉市中央６丁目２
番９号　つばき会
館内３階給排水設
備G

平成19年9月1日 25件

整
理
番
号

告示年月日日開示の場所
担当課

等
担当部

等
実施機関開示期間対象となる保有個人情報

個人情報の簡易開示の状況


